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 －持込事業者による搬入不適物－ 検査結果より  

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

《８/１１検査》 廃プラスチック  《８/２検査》  びん・缶  

 《８/２６検査》 長尺物  

清掃一組の清掃工場の受入基準を守ってください。  

 

 

 
 

 

 

 

【廃プラスチック】 

【びん・缶・ペットボトル】 

事業活動で排出される廃プラスチック、ガラス

及び金属は『産業廃棄物』ですので、清掃工場には

持込めません。 

 

 

【長尺物（規格基準以上）】 

焼却設備の詰りの原因になり、炉を停止して取

り除かなければなりません。 

形状・寸法の基準以上の物は持込めません。 

 《長さ５０ｃｍ・直径１０ｃｍ： 詳しくは 

清掃一組ＨＰでご確認ください。》
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「廃プラスチック」は、排出場所でごみの区分と処理施設が変わります。（廃棄物処理法による） 

事業所から排出される場合   
＜区分＞ 『産業廃棄物』      産業廃棄物の処理施設  

家庭から排出される場合 
＜区分＞『一般廃棄物』     可燃ごみ又は資源    清掃工場又はリサイクル施設 

＊ 家庭での分別方法とは違います。混入された廃プラスチック類は法令の規定により清掃工

場では焼却できませんので、お持ち帰りいただきます。 

 
 

 

事業所から排出された 「廃プラスチック」 は清掃工場に持込めません。 

排出事業者の方が、「廃プラスチック」を間違えて排出していたら、 

『事業系一般廃棄物としては収集できません』とお伝えください。
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